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本
会
議
か
ら
付
託
さ
れ
た
議
案
審
査
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お

り
で
す
。 常 

任 

委 

員 

会 

の 

審 

査

　

財
産
の
取
得
に
つ
い
て
は
、

消
防
団
第
29
分
団
の
老
朽
化
し

た
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
を
更
新

す
る
も
の
で
す
。

　

今
後
は
更
新
期
間
を
こ
れ
ま

で
以
上
に
延
ば
す
と
説
明
が
あ

り
ま
し
た
。
全
会
一
致
で
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

　

渋
川
市
個
人
情
報
保
護
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
は
、

本
年
10
月
か
ら
の
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
制
度
施
行
に
伴
い
改
正
す

る
も
の
で
す
。
個
人
情
報
保
護

に
つ
い
て
は
、
庁
内
で
厳
格
に

対
応
す
る
と
答
弁
が
あ
り
、
賛

成
多
数
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

渋
川
市
空
家
等
及
び
空
地
の

適
正
管
理
に
関
す
る
条
例
は
、

空
き
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す

る
特
別
措
置
法
の
施
行
に
よ
り

改
正
す
る
も
の
で
す
。
市
長
か

ら
空
き
家
対
策
が
よ
り
推
進
す

る
よ
う
平
成
28
年
度
を
め
ど
に

補
助
金
交
付
の
検
討
を
す
る
と

答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。
全
会
一

致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

渋
川
市
長
及
び
副
市
長
の
給

与
及
び
旅
費
支
給
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
は
、
元
副
市

長
に
よ
る
不
祥
事
に
関
し
、
任

命
責
任
者
と
し
て
の
責
任
を
と

る
た
め
、
市
長
の
給
料
を
３
カ

月
間
30
㌫
削
減
す
る
も
の
で
す
。

市
長
か
ら
、
信
頼
回
復
に
全
力

で
取
り
組
む
と
答
弁
が
あ
り
ま

し
た
。
賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ

ま
し
た
。

　

渋
川
市
税
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
は
、
地
方
税
法
の

一
部
改
正
に
伴
う
も
の
で
、
全

会
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

渋
川
市
手
数
料
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
は
、
い
わ
ゆ

る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
の
施
行
に

伴
い
、
個
人
番
号
の
通
知
カ
ー

ド
の
再
交
付
手
数
料
な
ど
を
加

え
る
も
の
で
、
賛
成
多
数
で
可

決
さ
れ
ま
し
た
。

　

渋
川
市
国
民
健
康
保
険
税
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
は
、
地

方
税
法
の
改
正
に
伴
う
も
の
で
、

全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

渋
川
市
地
域
医
療
支
援
セ
ン

タ
ー
条
例
は
、
来
年
春
に
開
院

す
る
渋
川
医
療
セ
ン
タ
ー
を
設

置
し
管
理
す
る
た
め
の
条
例
で
、

全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

平
和
安
全
法
制
関
連
の
２
請

願
は
、
不
採
択
と
な
り
ま
し
た
。

総
務
市
民

経
済
建
設

増え続ける空き家

常 

任 

委 

員 

会 

の 

審 

査

　

渋
川
市
建
築
基
準
法
関
係
手

数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
は
、
道
路
位
置
の
指
定
に

か
か
わ
る
申
請
の
審
査
手
数
料

を
徴
収
す
る
た
め
、
所
要
の
改

正
を
す
る
も
の
で
す
。
手
数
料

の
額
は
５
万
円
で
す
。
全
会
一

致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

渋
川
市
営
住
宅
等
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
は
、
市
営

住
宅
金
井
団
地
及
び
入
沢
団
地

の
一
部
の
用
途
廃
止
に
伴
い
、

所
要
の
改
正
を
す
る
も
の
で
す
。

金
井
団
地
は
経
過
年
数
55
年
を

過
ぎ
て
老
朽
化
が
著
し
い
た
め
、

ま
た
入
沢
団
地
の
一
部
は
上
信

自
動
車
道
渋
川
西
バ
イ
パ
ス
事

業
用
地
内
に
な
る
た
め
建
物
を

解
体
し
ま
す
。
跡
地
利
用
、
今

後
の
考
え
方
、
解
体
費
用
の
質

疑
に
対
し
て
、
用
途
廃
止
手
続

き
を
し
解
体
、
住
宅
用
地
と
し

て
庁
内
検
討
委
員
会
で
検
討
、

来
年
度
予
算
と
し
て
計
上
す
る

と
の
答
弁
が
あ
り
、
全
会
一
致

で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

６
月
定
例
会
か
ら
、
継
続
審

査
と
な
っ
て
い
た
渋
川
市
立
学

校
設
置
条
例
及
び
渋
川
市
学
校

給
食
共
同
調
理
場
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
は
、
議
員
修

正
案
に
よ
り
、
小
野
上
中
学
校

を
子
持
中
学
校
に
統
合
す
る
こ

と
に
つ
い
て
は
、
全
会
一
致
で

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
（
仮
称
）
北
橘
運
動

場
の
土
留
め
ブ
ロ
ッ
ク
積
み
裏

の
盛
土
の
転
圧
不
足
に
よ
る
崩

壊
現
場
を
視
察
し
ま
し
た
。

教
育
福
祉

擁壁が崩れた（仮称）北橘運動場
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　Ｐ８　　　 星野　安久　　議員

○　学校給食無料化と食育
　・東部給食調理場建設時期は
　・無料化の約束を

　Ｐ８　　　 平方　嗣世　議員

○　官製談合について
　・任命責任２回あるのでは
　・市長の監督責任の自覚は
　・元副市長派遣元、群馬県の対応は
　・処分について

　Ｐ９　　　細谷　　浩　議員

○　渋川市の農林業の振興について
○　スポーツ振興について
○　古巻公民館の建て替えについて

　Ｐ９　　　安カ川　信之　議員

○　子どもの貧困対策は未来の渋川の活力
○　本市の生活困窮者自立支援の対策は

　Ｐ10　　　山﨑　正男　　議員

○　異常気象による局地災害の対応
　　に関して
○　河川敷利用の公園に関して
○　広報しぶかわの発行に関して

　Ｐ10　　　篠田　德壽　議員

○　渋川市まち・ひと・しごと創生の
　　基本方針について
○　「広報しぶかわ」の情報発信

　Ｐ11　　　加藤　幸子　議員

○　警察署・有馬野球場・午王川周辺
　　整備を早急に

　Ｐ11　　　茂木　弘伸　議員

○　都市計画について

　Ｐ12　　　池田　祐輔　議員

○　渋川市の基本施策とビジョン
　

　Ｐ13　　　角田　喜和　議員

○　鉄鋼スラグは産業廃棄物と認定、
　　急いで撤去を
○　小・中学校の統廃合は住民合意で

　Ｐ12　　　今成　信司　議員

○　イベントについて
○　職員動向と採用について

一 般 質 問一 般 質 問 ～11人の議員が市政を問う～

平成２７年１２月市議会定例会の日程は次のとおり予定しています。

　　　１１月３０日 ( 月 )・１２月１日 ( 火 )　本会議 ( 開会・議案上程）
　　　１２月　２日 ( 水 ) ～３日 ( 木 )　　　  一般質問
　　　　　　　４日 ( 金 )・７日 ( 月 )　　　　常任委員会
　　　　　　　８日 ( 火 )　　　　　　　　　  予算常任委員会
　　　　　　１０日 ( 木 )　　　　　　　　　  本会議（表決・閉会）

平成２７年１２月定例会の日程(予定）


